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別添１１　指定申請書に記載した事業ごとの支援措置の要望の一覧（参考資料）

●基本事項

平成 年度 （

●国の財政支援を希望する事業

（単位：千円）

＜記載要領＞

１．「国の財政支援を希望する事業」については、総合特区計画の推進のため、優先順位の高いものから順次記載してください。

２．「事業名」欄には、総合特区指定申請書に記載されたものと同じ名称を用いてください。

３．「事業内容」欄には、目的・対象者・規模等が分かるよう、かつ簡潔に記載してください。

４．「国の制度名」欄には、既存制度名や要綱名を記載してください。なお、作成団体で分からない場合、都道府県や地方支分部局等に可能な範囲内で問合せの上、記載してください。（どうしても分からない場合、「不明」で可）

新規制度の創設を希望する場合は空欄のままにしておいてください。

※内閣府所管の「総合特区推進調整費」は各府省の予算制度を補完するものであるため、「国の制度名」には各府省の予算制度名を記載してください。（総合特区推進調整費を記載することはできません。）
５．「新規拡充」欄には、新規制度の創設を希望する場合は「新規」を、既存制度の拡充を希望する場合は「拡充」を選択してください。（いずれでもない場合は空欄）

６．「新規・拡充内容」欄には、「新規」の場合は国が財政支援すべき理由を、「拡充」の場合は拡充の内容と理由を記載してください。
７．事業数が10を超える場合は、適宜、行挿入して追加してください。

８．「事業費」欄：補助金（交付金）の場合は補助（交付）対象経費を、地方負担がない事業の場合には国費相当額を記載してください。

９．「年度別事業費・国費」欄について、財政支援措置を希望する年度が５ヶ年を超える場合、適宜記入欄を追加してください。

地方公共団体に関する情報 地方公共団体名

総 合 特 別 区 域 の 名 称 レアメタル等リサイクル資源特区
国際・地
域の別

地域

秋田県 担当部署名

新規・拡充内容所管省庁名
事業
番号

事 業 名 事 業 内 容 実 施 主 体

電話番号 E-Mail

5

産業労働部資源エネルギー産業課 担当者名

対象地域

Ｈ２８

年間）大館市、小坂町、秋田市及び能代市の全域 計画期間 24 年度　～　平成 28

Ｈ２４ Ｈ２５

総事業費
（単位：千円）

年度別　　事業費（上段）　・　国費（下段）

Ｈ２６ Ｈ２７
国 の 制 度 名

新規
拡充

1
使用済家電の高度選別機の開発及
び導入事業

使用済家電からプラスチックを高
度選別する機器及び選別ライン又
は選別施設を開発・導入する事業

2

秋田県 経済産業省
「産業技術実用化開発事
業費補助金（資源循環型
実証事業）」

拡充
50,000 25,000 25,000

事業費、補助対象経費、補助率の
拡大

100,000 50,00050,000

0

0

0

0
3

4
0

0

0

0
5

6
0

0

0

0
7

8
0

0

0

0

10

9

0

0
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国の規制・制度の改革に関する提案（案）

規制・制度

・家電等金属系使用済製品の
広域回収にあっては、国が指
定する収集事業者は一般廃棄
物収集運搬業の許可取得を
要しない。

規制・制度の撤廃
や見直し

・家電等金属系使用済製品の広域回収にあ
たっては、一定の要件を満たす事業者について
は、国が「特定収集運搬事業者」を指定すること
により、許可等を要せずに広域回収を行うこと
ができる仕組みとする。

　レアメタル等の金属は工業製品の製造にとって必要不可欠なものであるが、近年、産出国の資源の
囲い込みによる輸入制限、価格高騰及び政情不安などにより、安定確保が極めて困難な状況にある。
　現行リサイクル制度がない廃家電や産業機器にはレアメタルを含む多くの資源が含まれているが、リ
サイクル可能なものであっても、排出時に廃棄物として判断され、大半が廃棄物として最終処分されて
いるほか、海外へ流出し有害物が適正処理されない事例が報告されている。
　資源小国の我が国にとっては、こうした家電等金属系使用済製品（以下「使用済製品等」という。）から
も有用金属を回収し確保すべきと考えるが、使用済製品等の多くは一般廃棄物であり、貴金属やレアメ
タルを回収するため、域外処理を行おうとする場合、排出元・排出先市町村長の収集運搬業許可等が
必要となる。
　使用済製品等からのレアメタルなどの回収は、回収量確保が必須条件となるため、広域的リサイクル
を推進するためには各市町村長からの許可等が不要となるような規制緩和を行う必要がある。
　本提案では、腐食、悪臭、爆発、化学的変化等の要素が少ない使用済製品等について、配達荷物と
同様の取扱いを可能として、責任能力や管理体制等、一定基準を満たす者に限り、「特定収集運搬事
業者」として国が指定を行うものとする。ただし、特定収集運搬事業者は許可不要であっても、廃棄物
処理法の基準を遵守した収集運搬を行うものとする。
　これまで廃棄物であった使用済製品等を資源と捉えて規制緩和を図ることで、多様な物流システムの
利用や効率的な運搬が図られるほか、従来は出来なかったレアメタル等を含む有用金属のリサイクル
が可能となる。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第７条
第１項

環境省 秋田県 公表 b 都道府県
単独

規制・制度

・家電等金属系使用済製品の
広域回収にあっては、国が指
定する収集事業者は産業廃棄
物収集運搬業の許可取得を
要しない。

規制・制度の撤廃
や見直し

同上 同上（ただし、産業廃棄物にあっては、県知事又は保健所設置市長による許可が必要となっている。） 廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第１４
条第１項

環境省 秋田県 公表 b 都道府県
単独

規制・制度

・家電等金属系使用済製品の
広域回収にあたっては、一般
廃棄物の処分の委託基準を
緩和すること

規制・制度の撤廃
や見直し

・家電等金属系使用済製品の処理を委託する
場合に排出元市町村が排出先市町村に対して
行う通知等の事務を規制緩和するものとする。

　広域的に一般廃棄物の処分を委託する場合、排出元市町村長は受入先市町村長に通知を行うこと
や継続的に搬入する場合には、年に１度の実地確認の必要があり、実務的にも事前協議を行うなど煩
雑な事務が生じている。
　市町村が家電等金属系使用済製品の広域的リサイクルに積極的に参加し、静脈産業の活性化を図
るためにも市町村間の行政手続きを規制緩和するなどの特例措置が必要と考える。
　なお、規制緩和等を講ずることにより、事前通知が行われなくなる場合においても、搬入計画量や品
目などの基本的な情報については、リサイクル業者から事前通知されるとともに定期的に搬入量等の
情報も提供されるものとする。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
令第４条第１項第９号

環境省 秋田県 公表 b 都道府県
単独

規制・制度

・家電等金属系使用済製品の
広域回収にあたっては、処分
業者による産業廃棄物管理票
（マニフェスト）の送付期限を緩
和する。

規制・制度の撤廃
や見直し

マニフェストの送付期限を緩和する。 　レアメタル等の金属は機器に少量しか使用されていないことや希少であっても資源価格が必ずしも大
きくない金属も多いことから、効率的なリサイクルが可能となるよう、レアメタル等含有機器又はレアメタ
ル含有部品を一定量まで蓄積保管し、リサイクルすることが重要である。
　しかし、廃棄物処理法上、処分業者から排出事業者へ返送されるマニフェストには送付期限（※）が設
けられており、前述のとおり、効率的操業のために蓄積保管を行う場合、マニフェストの送付期限を遵
守出来なくなる可能性があることから、レアメタル含有機器等の蓄積保管にあたっては、マニフェストの
送付期限の緩和を求めるものとする。
　なお、運用にあたっては、対象機器やレアメタル部品の違いによって、長期的に保管しなければなら
ないもの、現行法で対応できるものなど、特性を見極めて規定するものとする。

※　マニフェスト送付期限は処分業者からは９０日以内、最終処分業者からは１８０日以内

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則第８条の２８

環境省 秋田県 公表 b 都道府県
単独

＜参考＞
　本県では総合特区制度に基づき、家電等金属系使用済製品に含まれるレアメタル等をリサイクルし、国内への資源供給を行い、地域活性化を図ろうとする「レアメタル等リサイクル資源特区」を内閣府へ指定申請することとしている。
　本特区は廃棄物処理法の規制緩和などを求めることで実現を図ろうとするものであるが、県内で設定する特区エリアについては総合特区の指定申請により規制緩和を求めるものとし、県外（特区エリア外）へ規制緩和効果が及ぶものについては、本提案（国の規制・制度の改革）により規制緩和を求め
るものとした。

提案主体
分類コード

提案理由
（必須）

根拠法令等(必須）
制度の所管官庁

（必須）

会社名・団体名
の公開の可否

（必須）

提案事項
管理番号

※事務局
入力欄

提案区分
提案事項名
（タイトル）

（必須）

提案の具体的内容
（必須）

提案主体名
（会社名・団体名）

（必須）

提案の視点
（必須）
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